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令和３年第１回竜王町議会定例会（第１号） 

                            令 和 ３ 年 ３ 月 ２ 日 

                            午後１時００分開会 

                            於 議 場 

１ 議 事 日 程（第１日） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 議第 ２号 竜王町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

日程第 ４ 議第 ３号 竜王町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

日程第 ５ 議第 ４号 竜王町介護保険条例の一部を改正する条例 

日程第 ６ 議第 ５号 竜王町指定居宅介護支援の事業者の指定ならびに指定居宅 

            介護支援等の事業の人員および運営に関する基準を定める 

            条例等の一部を改正する条例 

日程第 ７ 議第 ６号 竜王町農村環境改善センターの設置および管理に関する条 

            例の一部を改正する条例 

日程第 ８ 議第 ７号 竜王町農林公園施設の設置および管理に関する条例の一部 

            を改正する条例 

日程第 ９ 議第 ８号 竜王町道の駅竜王かがみの里の設置および管理に関する条 

            例の一部を改正する条例 

日程第１０ 議第 ９号 令和２年度竜王町一般会計補正予算（第８号） 

日程第１１ 議第１０号 令和２年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

            補正予算（第６号） 

日程第１２ 議第１１号 令和２年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 

            補正予算（第５号） 

日程第１３ 議第１２号 令和２年度竜王町学校給食事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第１４ 議第１３号 令和２年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第１５ 議第１４号 令和２年度竜王町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３ 

            号） 

日程第１６ 議第１５号 令和２年度竜王町水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第１７ 議第１６号 令和２年度竜王町下水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第１８ 議第１７号 令和３年度竜王町一般会計予算 

日程第１９ 議第１８号 令和３年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 



- 2 - 

            予算 

日程第２０ 議第１９号 令和３年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 

            予算 

日程第２１ 議第２０号 令和３年度竜王町学校給食事業特別会計予算 

日程第２２ 議第２１号 令和３年度竜王町介護保険特別会計予算 

日程第２３ 議第２２号 令和３年度竜王町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第２４ 議第２３号 令和３年度竜王町水道事業会計予算 

日程第２５ 議第２４号 令和３年度竜王町下水道事業会計予算 

日程第２６ 議第２５号 第六次竜王町総合計画基本構想を定めることについて 

日程第２７ 議第２６号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 
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２ 会議に出席した議員（１２名） 

 １番 森 島 芳 男   ２番 中 村 匡 希 

 ３番 福 田 優 三   ４番 鎌 田 勝 治 

 ５番 橘   せつ子   ６番 尾 川 幸左衞門 

 ７番 大 前 セツ子   ８番 澤 田 満 夫 

 ９番 磯 部 俊 男  １０番 貴 多 正 幸 

１１番 岡 山 富 男  １２番 小 西 久 次 

３  会議に欠席した議員（なし） 

４  会議録署名議員 

 １番 森 島 芳 男   ２番 中 村 匡 希 

５  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者 

町 長 西田 秀治  教育委員会教育長 甲津 和寿 

副 町 長 杼木 栄司  総 務 主 監 市田 重宏 

住 民 福 祉 主 監 兼 
発 達 支 援 課 長 

奥  浩市  産 業 建 設 主 監 井口 清幸 

会 計 管 理 者 小森久美子  総 務 課 長 間宮 泰樹 

未 来 創 造 課 長 図司 明徳  中 心 核 整 備 課 長 森  徳男 

税 務 課 長 川嶋 正明  生 活 安 全 課 長 寺嶋  要 

住 民 課 長 中嶌 幸作  福 祉 課 長 西村 忠晃 

健 康 推 進 課 長 中原 江理  農 業 振 興 課 長 中山 孝彦 

商 工 観 光 課 長 岩田 宏之  建 設 計 画 課 長 市岡 忠司 

上 下 水 道 課 長 森岡 道友  教 育 次 長 知禿 雅仁 

教 育 総 務 課 長 町田 啓司  学 校 教 育 課 長 山添 美実 

生 涯 学 習 課 長 込山 佳寛    

６  職務のため議場に出席した者 

議 会 事 務 局 長 西川 良浩  書 記 中野ゆかり 
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開会 午後１時００分 

○議長（小西久次） 皆さん、こんにちは。ただいまの出席議員数は１２人であり

ます。よって、定足数に達していますので、これより令和３年第１回竜王町議会

定例会を開会いたします。 

会議に入ります前に、町長より発言の申出がありますので、これを認めること

といたします。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） 皆さん、こんにちは。令和３年竜王町議会第１回定例会の開

会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

本日、定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、公私何

かと御多用の中、御出席いただき厚くお礼を申し上げます。 

３月に入り、暖かな日差しの中に春の兆しが感じられるようになってまいりま

した。間もなく、東日本大震災の発災から１０年の節目を迎えようとしておりま

すが、２月１３日には、あの震災を思い起こさせるように、福島県沖を震源とす

る震度６強の地震が発生いたしました。本町と災害協定を結ぶ福島県新地町に対

しましては、発災翌日にブルーシート１１０枚を支援物資として提供したところ

でございます。また、新型コロナウイルスの緊急事態宣言は、大阪、兵庫、京都

をはじめ６府県におきましては、２月末をもって解除されましたけれども、首都

圏では解除が見送られました。滋賀県も独自基準の警戒から注意に警戒レベルの

引下げとなりましたが、これから、卒業式等、人が集まる機会が多くなりますの

で、引き続き、町民の皆様には感染症対策の徹底をお願いするとともに、迅速な

ワクチン接種に向け、国や県と緊密に連携しながら準備を進めてまいります。 

さて、本定例会では、令和３年度当初予算（案）を上程させていただきます。

昨年６月の選挙で再選いただき、２期目の初年度、町民の皆様とお約束をさせて

いただいた諸施策を実現するための予算でもございます。 

一般会計におきましては、総額が５９億９,９００万円であり、「活力と安心、

心弾む新時代へのチャレンジ」予算とさせていただいているところでございます。

コロナ禍での厳しい経済環境に目配りをしつつ、新型コロナウイルス感染症拡大

防止対策と経済社会活動の回復を最優先課題とし、コンパクトシティ化構想に基

づく、利便性が高く多様な交流を育む中心核の整備、竜王小学校を移転新築する

ための基本計画の策定、町内外の拠点をつなぐ利便性の高い交通ネットワークの

構築等、平成２９年度から取り組んでいる「活力」と「安心」を柱とした施策及



- 5 - 

び重点施策プロジェクトに予算を重点配分しております。また、第六次竜王町総

合計画のスタートの年度にふさわしい、若者に視点を置いた予算とし、明るく元

気で活力あふれる強いまち、次世代に誇れるまち竜王町の実現に向かって鋭意進

めてまいります。 

最後になりましたが、本定例会に提案申し上げます案件につきまして慎重なる

御審議を賜り、適切な御結論をいただきますようお願い申し上げ、開会に当たり

ましての御挨拶といたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小西久次） これより本日の会議を開きます。 

皆さんのお手元に、専決処分報告書、並びに議会諸般報告書を配付いたしまし

たので、よろしくお願いいたします。 

なお、説明は省略いたしますので、御了承願います。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小西久次） それでは、日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

竜王町議会会議規則第１２５条の規定により、１番 森島芳男議員、２番 中

村匡希議員を指名いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（小西久次） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

今期定例会の会期は、本日から３月２日から３月２５日までの２４日間といた

したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（小西久次） 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日３

月２日から３月２５日までの２４日間と決定いたしました。 

なお、会期の日程につきましては、お手元に配付いたしました日程により会議

を進めてまいりたいと思いますので、御協力のほどをよろしくお願い申し上げま

す。 

これより一般行政について町長より、また、教育行政について教育長より、そ

れぞれ方針表明の申出がありますので、これを認めることといたします。 

西田町長。 
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○町長（西田秀治） 本日、ここに令和３年第１回竜王町議会定例会を開催し、提

出いたしました諸案件の御審議を願うに当たりまして、新しい年度に向けた町政

の執行に臨む基本方針と施策の一端を申し述べます。 

本年は、私にとりまして第２期の初年度となります。町長に就任させていただ

いてから今日まで、町民の皆様の付託の下、まちが抱える課題解決と明るく元気

で活力あふれる強いまち、次世代に誇れるまちづくりに尽力してまいりました。

この間、議員各位のお力添えにより、おおむね順調な行政運営が図られているこ

とに対しまして、心からお礼を申し上げるものでございます。 

さて、我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として

厳しい状況にあり、感染症緊急経済対策等の各種政策や海外経済の改善もあって

持ち直しの動きが見られるものの、いまだ回復途上にございます。こうした中、

国においては、感染症の拡大防止策、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好

循環の実現、防災・減災、国土強靱化の推進など、安心・安全の確保を柱とする、

「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」が策定されました。

今後につきましては、感染症拡大への対応と経済活動の段階的引上げを、ウィズ

コロナの経済戦略と位置づけ、休業者や離職者をはじめ国民の雇用を守り抜くこ

とを最優先とするとともに、決してデフレに戻さない決意をもって経済財政運営

を行うとされ、あわせて、「デジタルニューディール」と銘打ち、社会のデジタ

ル化を進めることや新たな日常が実現される地方創生への取組を加速するとされ

ております。 

また、本町におきましても多くの課題を抱えておりますが、喫緊の取組課題は、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、新たな生活様式において町民が

安心して暮らせる地域を構築すること、及び社会経済活動の一日も早い回復を図

ることでございます。 

また、令和３年度は、第六次竜王町総合計画がスタートする年であり、本町が

直面する大きな課題である人口の維持、地域コミュニティの維持・活性化、にぎ

わいの創出などの実現を図るために不可欠な存在である若者に着目するとともに、

ポストコロナ社会、脱炭素社会など、これからの時代に求められる社会やＳｏｃ

ｉｅｔｙ５．０によるあらゆる分野におけるデジタル化など、先端技術を身近に

活用できる社会を想定しながら、新時代へチャレンジしていく必要があると考え

ます。 

さらに、健全な財政運営に留意しつつ、これまでのまちづくりの取組を継続す
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ることとし、「活力」と「安心」を柱とした施策や重点施策プロジェクトを推し

進めることで、明るく元気で活力あふれる強いまち、次世代に誇れるまち竜王町

の実現を目指してまいります。 

初めに、町政に当たります私の基本方針について申し上げます。 

私は、２０１６年の町長選にチャレンジさせていただくに当たり、人口減少、

少子高齢化が進み、消滅可能性自治体として取り上げられた我がまち、また、２

０１３年には、大雨により日野川、祖父川を中心に警戒警報等避難指示が発令さ

れた我がまちの安全の課題を解決すべく、明るく元気で活力あふれる強いまち、

また、次世代に誇れるまちづくりのため、成長戦略の策定、実行、また、教育、

福祉、医療、社会インフラの整備、魅力ある農業の創生、安心安全のまちづくり、

高品質の行政サービスの提供の５つの基本政策を定め、推進することを訴えさせ

ていただきました。 

令和３年の基本政策につきましても、これら政策は妥当と考えておりますので、

第２期に引き続き継続・実施推進をしてまいります。 

次に、具体的施策につき申し上げます。 

私は、５つの基本政策を実現するための具体的施策につきまして、全自治会で

のタウンミーティングの開催や町民の皆様の御意見をお伺いし、「活力」と「安

心」をキーワードにまとめたやつの個別施策を立案いたしました。 

具体的には、活力あふれるまちづくりのため、拠点整備・発信力・企業誘致・

教育力の施策と安心して暮らせるまちづくりのため、子育て支援・健康福祉・公

共交通・総合防災の施策でございます。これらも適切な施策であると考えており

ますので、引き続き推進してまいります。 

なお、昨年は、新型コロナウイルス感染症により人の動きが制約され、社会経

済活動が大きく停滞する等、未曽有の厳しい一年となりましたが、一方で行政の

デジタル化を含め様々な分野でＩＣＴ化やオンライン化が進み、デジタル社会へ

の実現に向けて大きく前進いたしました。このような生活様式の変化は、豊かな

自然環境を持つ地方への関心を高めており、地方創生の可能性も秘めております。

ウィズコロナ、ポストコロナと呼ばれる次の時代をチャンスと捉え、本町も全国

同様に少子高齢化・人口減少など困難な課題に直面しておりますが、竜王の次世

代を担う者へ確かな道筋をつけるため、全職員で総力を挙げ、これらの課題の克

服に向け積極的に取り組んでまいります。 

さらに、昨年１１月に発生いたしました、本町職員による官製談合防止法違反
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の事件につきましては、全職員が我が事として受け止め、第三者委員会の検証も

入れた中で原因究明を行い、また再発防止策を策定し、それを誠実に実行するこ

とで、二度と事件を起こさない、そして、起こさせない仕組みを早期に作り上げ

たいと強く決意しております。本件が町民の皆様からの信頼を失墜させる極めて

重大な事件であると認識し、コンプライアンス研修の徹底を通じ、一層の綱紀粛

正を図り、全職員がしっかりと職責を果たすことの積み重ねで信頼回復を図って

まいります。 

私は就任以来、果たすべき職務の課題に優先順位をつけ、求める品質と期限を

明確にし、課ごと、チームごとに解決に取り組む重点プロジェクト取組を推進し

てまいりました。今後も課題を適宜見直し、高品質な行政サービスの提供のため

本施策を推進してまいります。また、「明るく元気で活力あふれる強いまちづく

り」、「次世代に誇れるまちづくり」の核であります、１０年後、３０年後を見

据えたコンパクトシティ化構想やグランドデザイン構想（案）の推進につきまし

ては、この４年間で工業団地への企業誘致による新たな雇用や法人税、固定資産

税などの財源確保、また新たな住宅建設等、本プロジェクトを推進するための環

境整備が進んでまいりました。本年はコロナ禍の影響も慎重に見極めつつ、新た

なまちづくり、中心核整備の第一段階であるリーディングプロジェクト（教育施

設整備）を着実に進めてまいります。さらに、中心核と各自治会との均衡のとれ

た発展のため、各集落と中心核との移動手段として、「チョイソコりゅうおう」

の実証運行を成功させ、乗り継ぎ等による鉄道駅との連結も含め、「わがまち」

独自の便利な公共交通に育て上げてまいります。 

次に、令和３年度予算編成について簡潔に申し上げます。 

令和３年度の見通しとして、歳入予算では、引き続き新型コロナウイルス感染

症の影響、また、税制改正による税率の引下げにより、法人町民税収について令

和２年度当初予算と比較しますと、減少すると見込んでいます。繰返しとなりま

すが、令和３年度当初予算は、新型コロナウイルスワクチンの接種の円滑な実施

をはじめとした感染症拡大防止対策と経済社会活動の回復を最優先課題としつつ、

平成２９年度から取り組んでいるまちづくりを実現するため、「活力」と「安心」

を柱とした施策及び重点施策プロジェクトの推進に予算を重点配分しているとこ

ろでございます。また、あわせ、第六次竜王町総合計画のスタートの年度にふさ

わしい、若者に視点を置いた予算編成としておりますが、詳細につきましては、

新年度予算案を御審議いただく中で御説明させていただきたいと思います。 
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なお、主な項目だけ申し上げますと、「活力あふれるまちづくり」につきまし

ては、「コンパクトシティ化構想実現に向けた中心核の整備」、「魅力ある農

業・商業・観光業およびスポーツ等の振興支援策」、「新たな企業誘致の推進お

よび若者定住対策と雇用の促進」、「竜王で子どもを育てたいという教育の充

実」、また、「安心して暮らせるまちづくり」につきましては、「安心して子ど

もを産み、育てられる環境づくりと子育て支援等の充実」、「健康寿命の延伸と

地域コミュニティの維持・活性化」、「持続可能な交通・道路ネットワークの確

保」、「自然災害に対する危機管理および危機対応力の向上と強靱化の推進」、

そして、最優先である新型コロナウイルス感染症に対する対策でございます。 

最後に、これらの方針の下、様々な取組の目的を見定め、コロナ禍ではありま

すが、明るく元気なまちづくりに向け、積極的に挑戦し続ける一年となるよう全

力で取り組んでまいります。 

あわせて、本年は、近江牛発祥の地である竜王町を象徴する丑年でございます。

世界に誇る「近江牛」というブランドも、先達のたゆまぬ努力によって築かれた

ところでございます。先の見えない時代であるからこそ、牛のようにゆっくりと

確実に仕事を進めてまいりたいと思います。今後とも現場重視の姿勢を大切にし、

町民皆様の声をしっかりと受け止め、町政発展のため尽力してまいりますので、

議員皆様方の各段の御指導と御協力をはじめ、町民の皆様方より一層の御理解と

御支援を賜りますようお願い申し上げ、令和３年度に当たっての行政執行方針と

いたします。本年もどうぞよろしくお願いします。 

○議長（小西久次） 甲津教育委員会教育長。 

○教育委員会教育長（甲津和寿） それでは、私のほうから、令和３年度竜王町教

育行政基本方針について申し述べさせていただきます。 

お手元の基本方針の冊子を御覧いただければと思います。 

１ページのところからまいります。時間の関係上、少し端折らせていただく部

分もあろうかと思いますが、御容赦願いたいと思います。 

令和３年度竜王町教育行政基本方針。夢と志を持ち未来に向かってたくましく

生き抜く人づくり。キラリと光る教育で竜王の人づくり・まちづくり。 

改元後、最初の年度始まりとなる令和２年度を、新しい時代における新しい教

育の幕開けとして受け止め、成熟した生涯学習社会の構築を目指し、これまで以

上に力強く学校教育、社会教育を推進していくことを念頭にスタートしましたが、

新型コロナウイルス感染症が全国的に拡大し続け、未曽有の事態への対応を迫ら
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れる１年となりました。 

感染症の拡大防止と社会、経済、教育活動を両立することの難しさを誰もが実

感することとなり、あらゆることが大打撃を受けてきました。教育分野において

も、かつて経験したことのない長期にわたる学校・園の休業や夏季休業等の大幅

な短縮をはじめ、様々な事業や行事、活動の中止や縮小、変更を余儀なくされて

きました。 

こうした中、竜王町教育委員会では、学校・園・給食センターや公民館・図書

館と連携しながら、「今、できることを今する」、「発想の転換」を合い言葉に、

知恵を絞りアイデアを出し合いながら学校教育活動、社会教育活動の推進に取り

組んでまいりました。 

その１つとして、学校教育分野では、竜王小学校を会場に、まちとして初めて

徹底反復学習公開研修会を開催いたしました。町内全教職員のほか、県内外から

２０名を超える参加者があったことは、県下「初」、県下「オンリーワン」の取

組として成果が出ました。また、竜王中学校と竜王西小学校では、学校力、教師

力向上事業の一環である自主公開アピール事業が実施され、それぞれの学校に町

外からの参加者を迎え、有意義な授業研究会、講演会が開催でき、キラリと光る

教育の積極的な発信につながりました。 

また、社会教育分野では、感染症対策に万全を期して、教育委員会とＰＴＡ連

絡協議会、また、社会教育委員の会の共催で予定どおり教育フォーラム２０２０

を開催することができ、町内外から２４０名の参加がありました。また、町民運

動会の代替イベントとして位置づけたスポーツフェスティバルやスポーツクライ

ミングの普及啓発の一環であるボルダリング体験教室、さらに、人権啓発セミナ

ー、歴史文化講座等も計画どおり実施することができました。これらの取組も、

「キラリ」を意識した県内外への情報発信、竜王教育の魅力のアピールにつなが

りました。令和３年度は、こうした実績を踏まえ、従来どおりにはいかないこと

を前提に、さらなる発想の転換や柔軟な対応に努めつつ、教育行政を力強く推進

してまいります。 

そこで、令和３年度も基本目標を、「夢と志を持ち未来に向かってたくましく

生き抜く人づくり」とします。また、キラリと光る教育の推進で竜王の人づくり、

さらには、まちづくりの一翼を一層担わなければとの強い思いから、「キラリと

光る教育で竜王の人づくり・まちづくり」を合い言葉とします。この「キラリと

光る教育」には、「竜王ならではの教育、竜王だからこそできる教育、県内外に
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自信を持って発信できる竜王の教育」を目指すという願いを込めています。また、

県下「初」の取組(挑戦)、県下「ナンバー１」の取組(向上)、県下「オンリー１」

の取組(創造)を「キラリと光る教育」実現の柱として位置づけ、様々な教育施策

を推進していきます。そして、令和２年度に引き続き、町内はもとより県内外へ

の積極的な発信に努めます。 

これまで述べてきました基本目標や合い言葉を具現化する礎となる基本理念は、

引き続き「不易流行」といたします。感染症拡大防止のための新しい生活様式を

遵守する中にあっても、決しておろそかにできない本質的なものを大切にしなが

らも、昨今の社会情勢を見据え、変えるべきものは変える、変化を恐れず挑戦す

ることを原点とします。この基本目標、合い言葉、基本理念を踏まえて、次の４

つの行動方針を定めます。 

行動方針その１、個人の力と組織の力を生かした相乗効果により教育の質を高

めます。その２、県下「初」の取組(挑戦)、県下「ナンバー１」の取組(向上)、

県下「オンリー１」の取組(創造)を積極的に推進してまいります。その３、「キ

ラリ」を意識して県内外へ情報発信し、竜王教育の魅力をアピールしてまいりま

す。その４、常にＰＤＣＡサイクルを回し改善を図ってまいります。特にＤから

Ｃに留意してまいります。 

この行動方針に基づき、学校教育と社会教育を車の両輪として、乳幼児から高

齢者の思いに寄り添う教育の推進に努めます。 

特に、令和３年度は、①竜王小学校移転新築にかかる基本構想を踏まえた基本

計画の策定。②令和７年開催の滋賀国民スポーツ大会に向けてのハード、ソフト

両面の充実。③竜王町にふさわしい認定こども園への移行整備という３大重点プ

ロジェクトを計画的に一歩一歩着実に進めていかなくてはならないことを踏まえ、

行動方針その４にあるように、特にＤからＣ、実行からチェックに留意してまい

ります。 

次に、学校教育、社会教育の各分野における推進目標と重点目標を以下のよう

に定めます。 

学校教育分野においては、次の推進目標と３つの重点目標を定めます。 

推進目標、「変化の激しい社会をたくましく生き抜く力を育む学校教育の推

進」。 

重点目標その１、たくましく生き抜く力を育む学校・園教育の推進。その２、

子どもの健やかな成長を支える子育て支援の充実。その３、子どもの力を引き出
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し伸ばす教職員の実践力の向上。 

社会教育分野においては、次の推進目標と５つの重点目標を定めます。 

推進目標、「豊かな人生を自ら切り拓いていくための資質や能力を育む社会教

育の推進」。 

重点目標その１、心豊かでたくましい青少年の健全育成。その２、全ての人が

生き生きと学べる生涯学習の推進。その３、次代への継承をめざす文化財保護の

充実。その４、明るく住みよいまちづくりをめざす人権教育の推進。その５、

「観る！する！楽しむ！」豊かなスポーツライフの推進。 

以上の推進目標や重点目標を具現化するための主な取組は、以下のとおりでご

ざいますが、時間の関係上、ここでは絞って述べさせていただきます。 

次のページ、４ページの第３段落を御覧ください。 

平成３０年１０月に、両小学校を中心に「集中力の向上と脳の活性化」を目指

す「徹底反復学習・竜王チャレンジタイム」の取組を始めました。以来約２年半

の間、全町体制で取り組んできた結果、「子どもたちの学びに向かう姿勢の向上」

や「生きて働く基礎学力の伸長」について、着実な成果が見られるようになって

きました。令和３年度は、竜王ならではの徹底反復学習にしていくために、両小

学校においてさらに高みを目指す実践を充実させるとともに、徹底反復学習の理

念を踏まえ、幼小中一貫した「学ぶ力の向上」への取組になるように、教育委員

会がリーダーシップを発揮して進めてまいります。また、令和２年度に引き続き、

全町挙げて徹底反復学習公開研修会を開催し、県内外の教育関係者に竜王町とし

ての実践を発信していきます。 

次の段落を割愛いたしまして、「さらに」のところへ移ります。 

さらに、「特別の教科道徳」の授業、自尊感情や愛郷心を育む教育、小学校に

おけるプログラミング教育やＧＩＧＡスクール構想を具現化する一人一台端末の

有効利用による個別最適化学習の実施とオンライン授業に向けた体制整備、さら

には、学校給食等を通じての食育、運動能力・技術の向上に資する教育の充実に

積極的に取り組みます。 

次に、５ページの一番下の段落を御覧ください。 

令和３年度は、教育フォーラム２０２０での気づきや学びを家庭や地域でしっ

かりと実践へとつなぐために、生涯学習課と学校教育課、公民館、学校・園が連

携を密にして、啓発や具体的な取組を進めてまいります。また、引き続き令和３

年度も、国の「早寝早起き朝ごはん」推進校事業を受託し、「家庭教育」を社会
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教育推進の大きな柱として取組を進めます。併せて、青少年の健全育成や心豊か

でたくましい人材育成のため、竜王町青年団の後方支援に努めるとともに、関係

機関、団体と連携してまいります。 

次のページへ進みます。 

公民館や図書館においては、様々な世代の人々が生き生きと学び、活動できる

場となるよう講座や教室、催しの一層の充実に努めるとともに、新しい生活様式

を踏まえた取組や発想の転換、創意工夫による新たな取組の創出や展開に積極的

に取り組みます。特に、公民館では、活力とにぎわいの創出につながる「第４０

回記念竜王町文化祭」の開催に向けて、教育委員会と関係機関、関係団体が一丸

となって取組を進めてまいります。さらに、公民館、図書館とも積極的な情報発

信を心がけ、より一層、町民の皆さんの生涯学習の拠点、交流の場となるよう努

めてまいります。 

最後に、７ページの一番下へ移ります。 

以上、これまで述べてまいりました様々な取組に対し、ＰＤＣＡサイクルをし

っかりと回し着実に推進していくために、教育委員会、教育委員会事務局、町長

部局との連携強化に努め、厳しい状況が続く中であっても、夢と志を持って、キ

ラリと光る教育で竜王の人づくり・まちづくりに力強く取り組んでまいります。 

なお、施策体系図、さらに詳しい内容につきましては、本冊子８ページ以降に

掲載しておりますので、御覧いただければと存じます。 

以上で、令和３年度の竜王町教育行政基本方針の説明とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（小西久次） 以上で、行政執行方針、並びに教育行政基本方針の表明を終

結いたします。 

それでは、これより議事に入ります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 ３ 議第 ２号 竜王町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

日程第 ４ 議第 ３号 竜王町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

日程第 ５ 議第 ４号 竜王町介護保険条例の一部を改正する条例 

日程第 ６ 議第 ５号 竜王町指定居宅介護支援の事業者の指定ならびに指定居宅 

            介護支援等の事業の人員および運営に関する基準を定める 

            条例等の一部を改正する条例 

日程第 ７ 議第 ６号 竜王町農村環境改善センターの設置および管理に関する条 
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            例の一部を改正する条例 

日程第 ８ 議第 ７号 竜王町農林公園施設の設置および管理に関する条例の一部 

            を改正する条例 

日程第 ９ 議第 ８号 竜王町道の駅竜王かがみの里の設置および管理に関する条 

            例の一部を改正する条例 

日程第１０ 議第 ９号 令和２年度竜王町一般会計補正予算（第８号） 

日程第１１ 議第１０号 令和２年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

            補正予算（第６号） 

日程第１２ 議第１１号 令和２年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 

            補正予算（第５号） 

日程第１３ 議第１２号 令和２年度竜王町学校給食事業特別会計補正予算(第３号) 

日程第１４ 議第１３号 令和２年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第１５ 議第１４号 令和２年度竜王町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３ 

            号） 

日程第１６ 議第１５号 令和２年度竜王町水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第１７ 議第１６号 令和２年度竜王町下水道事業会計補正予算（第２号） 

○議長（小西久次） 日程第３ 議第２号、竜王町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例から、日程第１７ 議第１６号、令和２年度竜王町下水道事業会計補

正予算（第２号）までの１５議案を一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま一括上程いただきました、議第２号から議第１６号

までの１５議案につきまして、順に提案理由を申し上げます。 

議第２号、竜王町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、

国民健康保険制度改革に伴い、平成３０年度から国保財政の運営主体が市町から

県に移行されたことにより、県が示す標準保険税率を参考に町の国民健康保険税

率を決定しておりますが、今般、県から令和３年度における納付金額等が示され

たことから、条例の一部改正を行うものでございます。 

次に、議第３号、竜王町国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして

は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が公布され、

新型コロナウイルス感染症が「新型インフルエンザ等感染症」として位置づけら

れたことにより、傷病手当の支給の規定について改正が必要となったことから、
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条例の一部改正を行うものでございます。 

次に、議第４号、竜王町介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、

竜王町第８期介護保険事業計画の策定に伴い、令和３年度から令和５年度の介護

保険料率の改正及び低所得者の保険料負担軽減分に係る改正が必要となったこと、

並びに税制改正に伴う意図せざる影響や不利益を生じないよう介護保険法施行令

が改正されたこと等に伴い、条例の一部改正を行うものでございます。 

次に、議第５号、竜王町指定居宅介護支援の事業者の指定ならびに指定居宅介

護支援等の事業の人員および運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する

条例につきましては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準等の一部を改正する省令が公布され、全ての介護サービス事業者を対象に、

高齢者虐待防止対策の実施及び災害等が発生した場合の業務継続に向けた計画の

策定等が義務づけられたことにより、町が定めている基準を削る必要があるため、

条例の一部改正を行うものでございます。 

次に、議第６号、竜王町農村環境改善センターの設置および管理に関する条例

の一部を改正する条例につきましては、竜王南部地区活性化計画に基づく竜王町

農村環境改善センターの改修により、現在２室ある農産加工実習室のうち１室の

用途を、地元食材提供のために使用する場へと変更することから、条例の一部改

正を行うものでございます。 

次に、議第７号、竜王町農林公園施設の設置および管理に関する条例の一部を

改正する条例につきましては、竜王南部地区活性化計画に基づき竜王町農林公園

施設内に整備している直売所の位置等を定める等、所要の改正を行うため、条例

の一部改正を行うものでございます。 

次に、議第８号、竜王町道の駅竜王かがみの里の設置および管理に関する条例

の一部を改正する条例につきましては、道の駅竜王かがみの里におけるより効率

的な運営を図ることを目的とし、休館日を月曜日に変更するため、条例の一部改

正を行うものでございます。 

次に、議第９号、令和２年度竜王町一般会計補正予算（第８号）につきまして

は、現在お認めをいただいております補正予算（第７号）までの歳入歳出予算額

が８０億６，８７０万３，０００円でございます。今回、この総額から２，８６

９万３，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ８０億４，００１万

円とさせていただくものでございます。 

補正予算の主な内容といたしましては、歳入におきまして、収入見込みによる
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法人町民税の減額及び固定資産税の増額、また、国の補正予算に伴い国庫支出金

及び町債を追加するとともに、町税の減収に対して減収補塡債を追加し、さらに、

財政調整基金繰入金を減額するもの等でございます。 

歳出におきましては、既に執行が終わった予算残額の減額、または決算見込み

による減額のほか、国の補正予算に伴う農業の担い手確保・経営強化支援、町道

道路改良・舗装他工事、総合運動公園施設整備工事について追加するもの等でご

ざいます。 

これに加えて、令和２年度末までに事業が完了できない見込みとなっているも

の等について繰越明許費の措置を、また、令和３年度当初予算に先立ち、令和２

年度中に事務を行う必要がある事業等について債務負担行為の補正措置を、最後

に、地方債の追加等につきましても補正措置をお願いするものでございます。 

次に、議第１０号、令和２年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

補正予算（第６号）につきましては、現在お認めをいただいております補正予算

（第５号）までの歳入歳出予算額が１７億６，４２１万１，０００円でございま

す。今回、この総額から４億５，３５２万９，０００円を減額し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ１３億１，０６８万２，０００円とさせていただくものでござ

います。 

補正予算の主な内容といたしましては、執行見込みにより、一般被保険者療養

給付費、一般被保険者等高額療養費等を減額し、また、繰越金を増額することか

ら、財政調整基金積立金を増額するもの等でございます。 

次に、議第１１号、令和２年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

補正予算（第５号）につきまして、医科におきましては、現在お認めをいただい

ております補正予算（第４号）までの歳入歳出予算額が４億６，３２０万円でご

ざいます。今回、この総額のうち歳入について、１，４５０万円の組替えをさせ

ていただくものでございます。 

補正予算の内容といたしましては、医科診療所建築工事の執行見通しが立った

ことから、医療用機械器具等について整備したく、建築工事の財源としていた町

債を減額し、財政調整基金繰入金及び繰越金を増額するものでございます。 

歯科におきましては、現在お認めをいただいております補正予算（第４号）ま

での歳入歳出予算額が５，１６１万８，０００円でございます。今回、この総額

から７０万６，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５，０９１万

２，０００円とさせていただくものでございます。 
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補正予算の主な内容といたしましては、歳入につきまして、今後の見込みによ

り診療収入を減額するとともに、新型コロナウイルス感染症の感染防止のための

取組に対する包括支援交付金及び繰越金を増額するものでございます。 

次に、議第１２号、令和２年度竜王町学校給食事業特別会計補正予算（第３号）

につきましては、現在お認めをいただいております補正予算（第２号）までの歳

入歳出予算額が６，１９４万３，０００円でございます。今回、この総額から７

７８万４，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５，４１５万９，

０００円とさせていただくものでございます。 

補正予算の内容といたしましては、４月及び５月の給食を中止したこと等によ

り給食費負担金を減額し、副食費免除に伴う一般会計繰入金を増額するとともに、

それに伴い資材費を減額するものでございます。 

次に、議第１３号、令和２年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第３号）に

つきましては、現在お認めをいただいております補正予算（第２号）までの歳入

歳出予算額が１０億３，１０３万６，０００円でございます。今回、この総額か

ら３，３４２万６，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ９億９，

７６１万円とさせていただくものでございます。 

補正予算の主な内容といたしましては、執行見込みにより、居宅介護サービス

給付金及び施設介護サービス給付費を減額するとともに、その財源である国庫支

出金等を減額し、また、繰越金を増額することから、介護給付費準備基金利子積

立金を増額するものでございます。 

次に、議第１４号、令和２年度竜王町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）につきましては、現在お認めをいただいております補正予算（第２号）まで

の歳入歳出予算額が１億１，８５７万２，０００円でございます。今回、この総

額に５０５万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億２，３

６２万７，０００円とさせていただくものでございます。 

補正予算の主な内容といたしましては、歳入におきまして、本算定により保険

料を増額するとともに、保険基盤安定繰入金の額が確定したことから、一般会計

繰入金を減額するものでございます。 

歳出におきましては、後期高齢者医療広域連合納付金について執行見込みによ

り増額するものでございます。 

次に、議第１５号、令和２年度竜王町水道事業会計補正予算（第３号）につき

ましては、令和２年度竜王町水道事業会計の第３条で定めました収益的収入の既
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決予定額３億６，８９４万５，０００円から今回７５８万３，０００円を減額し、

３億６，１３６万２，０００円に、収益的支出の既決予定額３億５，１５６万２，

０００円から今回６０９万５，０００円を減額し、３億４，５４６万７，０００

円に、また、第４条で定めました資本的支出の既決予定額１億６，９８７万１，

０００円から今回１，３６４万９，０００円を減額し、１億５，６２２万２，０

００円とさせていただきたいものでございます。 

補正予算の内容といたしましては、収益的収入につきましては、営業収益の給

水収益及び受託工事収益を計９００万円減額し、営業外収益の補助金、加入金及

び雑収益を計１４１万７，０００円増額いたしたいものでございます。 

次に、収益的支出につきましては、営業費用の原水及び浄水費といたしまして

２万円、配水及び給水費といたしまして６８万５，０００円、受託工事費といた

しまして２００万円、総係費といたしまして３１４万８，０００円をそれぞれ減

額し、資産減耗費といたしまして、固定資産除却費３０万８，０００円を増額い

たしたいものでございます。また、営業外費用の雑支出といたしまして、５５万

円を減額いたしたいものでございます。 

資本的支出につきましては、改良事業費といたしまして、１，３６４万９．０

００円を減額いたしたいものでございます。 

なお、これらに伴いまして、第４条括弧書で定めております補塡財源及び第９

条に定めております、他会計から補助を受ける金額につきましても改正させてい

ただきたいものでございます。 

次に、議第１６号、令和２年度竜王町下水道事業会計補正予算（第２号）につ

きましては、令和２年度竜王町下水道事業会計予算の第３条で定めました収益的

収入の既決予定額５億２，０９７万３，０００円から、今回２，０５３万６，０

００円を減額し、５億４３万７，０００円に、収益的支出の既決予定額５億１，

０５４万７，０００円から今回１，８１７万円を減額し、４億９，２３７万７，

０００円に、また、第４条で定めました資本的収入の既決予定額２億８，２６４

万７，０００円から、今回７２８万８，０００円を減額し、２億７，５３５万９，

０００円に、資本的支出の既決予定額４億３，９４６万円から今回３４０万円を

減額し、４億３，６０６万円とさせていただきたいものでございます。 

補正予算の内容といたしましては、収益的収入につきましては、営業収益の下

水道使用料１，６７５万７，０００円を減額し、営業外収益の他会計補助金３９

３万９，０００円を減額し、長期前受金戻入につきまして、１６万円を増額いた



- 19 - 

したいものでございます。 

次に、収益的支出につきましては、営業費用の処理場費２０万円、総係費につ

きまして、人件費及び委託料等を計６４７万円、流域下水道管理運営費負担金７

７０万円をそれぞれ減額し、資産減耗費につきまして、固定資産除却費１２０万

円を増額いたしたいものでございます。 

資本的収入につきましては、他会計出資金といたしまして１，１０３万円、建

設改良費等企業債といたしまして、下水道事業債及び資本費平準化債を計２６０

万円、補助金といたしまして、国庫補助金及び他会計補助金を計４２４万３，０

００円それぞれ減額し、受益者分担金につきまして、１，０５８万５，０００円

を増額いたしたいものでございます。 

資本的支出につきましては、管渠築造費といたしまして、委託料１９０万円、

流域下水道建設費といたしまして、負担金１５０万円をそれぞれ減額いたしたい

ものでございます。 

なお、これらに伴いまして、第４条括弧書で定めております補塡財源及び第５

条に定めております企業債の限度額、並びに第９条に定めております他会計から

補助を受ける金額につきましても改正させていただきたいものでございます。 

以上、議第２号から議第１６号までの１５議案につきまして、提案理由を申し

上げたところでございますが、議第９号につきましては、詳細について担当課長

から説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（小西久次） 間宮総務課長。 

○総務課長（間宮泰樹） ただいま町長から、議第９号、令和２年度竜王町一般会

計補正予算（第８号）について提案理由の説明があったところでございますが、

さらにその内容について、お手元配付の提出議案説明資料２４ページの令和２年

度（令和３年）３月補正予算概要により説明させていただきます。 

まず、２５ページ上段の主な歳出から御説明をさせていただきます。 

過年度障害者自立支援給付費負担金返還金１，０５７万２，０００円の増額は、

令和元年度に交付された障害者自立支援給付費国庫負担金及び障害児入所給付費

等国庫負担金について、精算に伴い返還することとなったことから増額するもの

でございます。 

次に、福祉医療扶助費１，１３８万６，０００円の減額は、執行見込みにより

減額するものでございます。 

次に、介護保険特別会計繰出金９００万２，０００円の減額は、介護保険特別



- 20 - 

会計の決算見込みにより減額するものでございます。 

次に、児童手当５００万円の減額は、執行見込みにより減額するものでござい

ます。 

次に、ワクチン接種委託料７３５万円の減額は、各種予防接種の実施見込みに

より減額するものでございます。 

次に、農業委員会委員報酬９２３万１，０００円の増額は、県からの交付金が

追加で割り当てられたため、能率給分について増額するものでございます。 

次に、担い手確保・経営強化支援事業補助金３，３２０万６，０００円の増額

は、国の第３次補正予算を活用し、２経営体に対して農業用機械、施設等の導入

に要した費用について支援することから増額するものでございます。 

次に、農林公園施設整備工事５００万円の減額は、農村環境改善センター改修

工事について、入札による執行残を減額するものでございます。 

次に、町道道路改良・舗装他工事４，１００万円の増額は、国の第３次補正予

算を活用し、町道中央通り線の舗装改良工事を行うことから増額するものでござ

います。 

次に、町道維持修繕工事１，１００万円の増額は、国の第３次補正予算を活用

し、町道鏡七里線の法面修繕工事を行うことから増額するものでございます。次

に、下水道事業負担金１，１０３万円の減額は、下水道事業会計の決算見込みに

より減額するものでございます。 

次の総合運動公園管理運営事業については、国の第３次補正予算を活用し、２

０２５年の国民スポーツ大会開催に向けてボルダリング施設を整備することから、

設計・監理業務委託料を１，０００万円、施設整備工事費を１億１，５００万円

それぞれ増額するものでございます。 

次に、人件費３，３１９万９，０００円の減額は、職員の異動等による不用額

について減額するものでございます。 

続きまして、歳入補正予算の主なものについて御説明させていただきます。資

料戻っていただきまして、２４ページを御覧ください。 

上段の主な歳入から御説明します。 

まず、税でございますが、個人町民税、法人町民税、固定資産税及び町たばこ

税について、それぞれの収入見込みにより補正するものでございます。 

次に、交付金について、地方消費税交付金６，０００万円の減額、法人事業税

交付金７５０万円の減額及びゴルフ場利用税交付金７５０万円の減額につきまし
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ては、新型コロナウイルス感染症の影響等による見込みから減額するものでござ

います。 

次に、国庫支出金について、施設型給付・地域型保育給付負担金３，１３３万

４，０００円の増額は、補助金の決定額に合わせた増額、社会資本整備総合交付

金（社会資本整備）６，０００万円の増額は、先ほど歳出で御説明しました、国

の第３次補正予算によるボルダリング施設整備の財源とするための増額、社会資

本整備総合交付金（防災安全）２，８３０万円の減額につきましては、国の第３

次補正による町道道路改良・舗装他工事及び町道維持修繕工事等の財源とするた

めの増額と、道路メンテナンス補助金の新設に伴い予算を組み替えることから当

該交付金を減額することによるもので、次の新設された道路メンテナンス補助金

について５，４４５万円を増額するものでございます。 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金１，４３９万円の増額は、

新型コロナウイルス感染症の対策として実施した国庫補助事業の地方負担分に対

して追加で交付されることとなったことによる増額、特別定額給付金給付事務費

補助金９６３万８，０００円の減額は、給付金事務に要した経費の実績により減

額するものでございます。 

次に、県支出金について、施設型給付・地域型保育給付負担金１，２１７万２，

０００円の増額は、補助金の決定額に合わせた増額、農業委員会費交付金９７６

万２，０００円の増額は、追加で交付されることとなったことによる増額、担い

手確保・経営強化支援事業補助金３，３２０万６，０００円の増額は、国の第３

次補正による農業者の機械等導入支援の財源とするための増額、農地防災事業補

助金７３６万５，０００円の減額は、農業水路等長寿命化・防災減災事業のため

池ハザードマップ作成業務及びため池耐震調査業務の委託金額が確定したことか

ら減額するものでございます。 

次に、諸収入について、埋蔵文化財発掘調査費８２５万３，０００円の減額は、

対象となる事業の執行見込みがないことによる減額、市町村振興協会市町村交付

金１，０５０万４，０００円の増額は、収入見込みにより増額するものでござい

ます。 

次に、地方債について、公園整備事業債６，５００万円の増額は、国の第３次

補正によるボルダリング施設整備の財源とするための増額、社会資本整備事業債

（防災安全）７３０万円の減額につきましては、国庫支出金と同様に国の第３次

補正による町道道路改良・舗装他工事及び町道維持修繕工事等の財源とするため
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の増額と、予算を組み替えることから当該町債を３，６００万円減額し、道路メ

ンテナンス事業債として３，６００万円を増額するものでございます。 

減収補塡債１億７，２１０万円の増額につきましては、法人税割、地方消費税

交付金、ゴルフ場利用税交付金及び町たばこ税の減収分を補塡するため増額する

ものでございます。 

次に、その他といたしまして、財政調整基金繰入金１億４，４０６万９，００

０円の減額は、令和２年度当初予算編成に係る一般財源の不足分及び新型コロナ

ウイルス感染症に係る町独自対策の財源としていたものについて、ほかの財源で

補うこととしたことによる減額、減債基金繰入金１，１７８万円の減額は、繰上

償還の実績により減額するものでございます。 

次のページに移っていただきまして、未来につなぐふるさと交竜基金繰入金５

５０万８，０００円の増額は、充当する各事業の決算見込みによる増額、前年度

繰越金は、予算化していなかった１億２，７６０万７，０００円を増額するもの

でございます。 

次に、ページの中段の繰越明許費でございますが、令和３年度へ繰り越して実

施する事業を記載しております。これらは国の補正予算に係るもの、事業の進捗

の遅延等により令和２年度末までに完了できない見込みとなっているもの等につ

いて、繰越しをお願いするものでございます。 

次に、債務負担行為補正でございますが、広報りゅうおう配送業務につきまし

ては、令和３年度当初予算に先立ち、令和２年度中に事務処理を行う必要がある

ため追加するものでございます。 

かがみの里直売所備品リースにつきましては、令和２年度当初予算において、

期間を令和３年度から令和７年度まで、限度額を５０９万５，０００円として設

定させていただいたところですが、契約までに時間を要することから、期間を１

年間延長するとともに、限度額を１０１万９，０００円増額する変更を行うもの

でございます。 

最後に、地方債補正でございますが、歳入におきまして御説明させていただい

たものについては割愛いたします。 

交通安全施設整備事業債につきましては、執行見込みにより２００万円を減額

する変更を、基幹水利施設保全管理事業債につきましては、県営かんがい排水事

業について、国第３次補正予算を活用し、追加の工事が行われることとなったこ

とから３３０万円を増額するとともに、県営農地防災事業等が完了したため１７
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０万円を減額する変更を、農林公園施設整備事業債につきましては、執行見込み

により１９０万円を減額する変更を、社会資本整備事業債（社会資本整備）につ

きましては、殿山線道路改築事業の交付決定により７０万円を減額する変更を、

防災対策事業債につきましては、借入れを実施しないこととしたことから４０万

円を減額し、廃止させていただくものでございます。 

以上、令和２年度竜王町一般会計補正予算第８号の内容説明といたします。 

○議長（小西久次） この際、申し上げます。 

ここで、午後２時２０分まで暫時休憩いたします。 

休憩 午後２時１０分 

再開 午後２時２０分 

○議長（小西久次） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１８ 議第１７号 令和３年度竜王町一般会計予算 

日程第１９ 議第１８号 令和３年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

            予算 

日程第２０ 議第１９号 令和３年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 

            予算 

日程第２１ 議第２０号 令和３年度竜王町学校給食事業特別会計予算 

日程第２２ 議第２１号 令和３年度竜王町介護保険特別会計予算 

日程第２３ 議第２２号 令和３年度竜王町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第２４ 議第２３号 令和３年度竜王町水道事業会計予算 

日程第２５ 議第２４号 令和３年度竜王町下水道事業会計予算 

○議長（小西久次） 次に、日程第１８ 議第１７号、令和３年度竜王町一般会計

予算から日程第２５ 議第２４号、令和３年度竜王町下水道事業会計予算までの

８議案を一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま一括上程いただきました議第１７号から議第２４号

までの８議案につきまして提案理由を申し上げます。 

議第１７号、令和３年度竜王町一般会計予算につきましては、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ５９億９，９００万円と定めるものでございます。令和

３年度予算に係ります基本的な方針等は、先ほど述べました行政執行方針のとお
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りでございまして、予算を重点配分しております主な内容について申し上げます。 

まず、「活力あふれるまちづくり」としまして、１点目に、拠点整備として、

コンパクトシティ化構想実現に向けた中心核の整備を進めるため、先導的事業で

ある交流・文教ゾーンの整備について、事業地造成の基本設計と新設道路の予備

設計等に着手します。 

２点目に、魅力ある農業・商業・観光業及びスポーツ等の振興支援策として、

道の駅アグリパーク竜王の拡充・整備、魅力ある農業の創生事業や竜王近江牛等

特産品魅力発信事業を継続して実施していくことに加えて、スポーツクライミン

グの普及啓発、さらに、ふるさと竜王夏まつり、また、第４０回目となる竜王町

文化祭の開催補助を行います。 

３点目に、新たな企業誘致の推進及び若者定住対策と雇用の促進として、立地

企業との関係強化と新たな企業の誘致を推進し、また、住宅の新築及びリフォー

ム、並びに家賃への助成等、若者も暮らしたくなる定住のための住まい助成を行

います。 

４点目に、竜王で子どもたちを育てたいという教育の充実として、竜王小学校

の移転新築に係る準備、一人一人に寄り添うきめ細かな指導・支援の継続や幼小

中系統的英語教育推進事業等に加えて、早寝早起き朝ごはん推進校事業を継続し

ます。 

次に「安心して暮らせるまちづくり」といたしましては、１点目に、安心して

子どもを産み、育てられる環境づくりと子育て支援等の充実として、小中学生医

療費無償化、軽自動車購入助成を継続し、また、西小学校区の学童保育所新築に

向けた準備を進めるとともに、給食センター内の食物アレルギー対策として、町

費栄養士の配置とアレルギー対応給食管理システムを導入します。 

２点目に、健康寿命の延伸と地域コミュニティの維持・活性化を図るため、り

ゅうおう健康ベジ７（セブン）チャレンジを継続し、また、地域コミュニティの

維持・活性化事業について新設しました。 

３点目に、持続可能な交通・道路ネットワークの確保のため、通学定期補助及

び夜間特別便、また、「チョイソコりゅうおう」の実証運行を継続し、また、橋

梁の修繕補強と町道の舗装修繕等による長寿命化を図ります。 

４点目に、自然災害に対する危機管理及び危機対応力の向上と強靱化を推進す

るため、令和２年度に整備しました、防災行政情報システムの公式アプリ（しる

みる竜王）等を活用し、また、日野川改修、国道８号の整備については、早期に
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実施されるよう加速化を図るため、国・県要望を強化します。 

これらの事業の実施によりまして、まちの抱える課題の解決に向けて積極的に

取り組み、「明るく元気で活力あふれる強いまち竜王町」、「次世代に誇れるま

ち竜王町」の実現に向けて、町行政が一丸となり、着実に各施策を進めさせてい

ただくとともに、議員各位の格別の御理解と御協力を賜りながら、鋭意取り組ん

でまいりたいと存じます。 

次に、議第１８号、令和３年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

予算につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億１，４２０

万円と定めるものでございます。前年度当初予算と比較いたしますと、１億３，

６７０万円の減額、率にしますと７．８％の減となるものでございます。 

歳入につきまして、国民健康保険税について、被保険者の収入減額分相当を補

塡することを目的に財政調整基金から繰入れを行うことから、２，４９７万円の

減額でございます。また、繰入金は８，４２９万２，０００円で、昨年度と比べ

て１，１５９万３，０００円の減額でございます。 

歳出につきましては、保険給付費１２億９，４７１万１，０００円、国民健康

保険事業費納付金２億８，２５０万６，０００円、保健事業費は２，１７８万９，

０００円を計上しております。 

今後とも、適正に事務処理を行い、安定した財政運営を図るとともに、税の公

平性の観点からも引き続き未納対策にも努めてまいります。 

次に、議第１９号、令和３年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

予算につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、医科１，１６０

万円、歯科４，９９０万円と定めるものでございます。前年度当初予算と比較い

たしますと、医科につきましては３４０万円の増額、率にして４１．５％の増と

なり、歯科につきましては１００万円の減額、率にして２．０％の減となるもの

でございます。 

医科につきましては、平成３０年度から３年間、指定管理者制度による管理運

営を行い地域医療の充実を図っておりますが、令和３年９月までその期間を延長

するものでございます。また、令和３年１０月開所に向けて診療所の整備を進め

るものでございます。 

歯科につきましては、歳入について、診療所運営の主なものとしまして診療収

入４，４６４万４，０００円を計上しております。また、事業勘定や一般会計等

から２６２万１，０００円を歯科保健事業に係る繰入金として計上しております。
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歯科につきましては、外来診療を中心に早期予防、並びに早期治療に取り組んで

まいります。また、健康推進、並びに福祉部門と連携し、保健事業や介護予防事

業にも積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

次に、議第２０号、令和３年度竜王町学校給食事業特別会計予算につきまして

は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，９３０万円と定めるものでござ

います。前年度当初予算と比較いたしますと、１３０万円の減額で、率にいたし

ますと２．１％の減としております。歳入といたしましては、給食負担金を５，

９１９万６，０００円計上しております。歳出といたしましては、給食に係る資

材費等でございます。 

次に、議第２１号、令和３年度竜王町介護保険特別会計予算につきましては、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億６，２１０万円と定めるものでご

ざいます。歳入につきましては、令和３年度から介護保険料改定を行い、第１号

被保険者保険料を２億５，８６８万７，０００円とし、前年度に比べ１，８２３

万４，０００円の増と見込んでおります。歳出につきましては、今般改訂を行う

竜王町介護保険事業計画のサービス見込み量から算定した給付費及び事業費の積

算を行い、前年度と比べて４，７１０万円の増額、率にして４．６％の増として

おります。 

今後とも、介護保険制度を持続可能なものとし、適正な介護サービスが受けら

れるよう健全な財政運営を行い、地域で安心して暮らすことのできるまちづくり

を目指してまいりたいと考えております。 

次に、議第２２号、令和３年度竜王町後期高齢者医療特別会計予算につきまし

ては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１,８６０万円と定めるもの

でございます。前年度当初予算と比較いたしますと、２８０万円の増、率にして

２．４％の増となるものでございます。歳入の主な内容につきましては、後期高

齢者保険料は９，１７６万３，０００円で前年度と比べて２９６万１，０００円

の増額、繰入金は２，５００万５，０００円で、前年度と比べて２万４，０００

円の増額でございます。歳出の主な内容につきましては、後期高齢者医療広域連

合納付金は１億１，５２３万２，０００円で、前年度と比べて２９６万７，００

０円の増額でございます。 

次に、議第２３号、令和３年度竜王町水道事業会計予算につきましては、収益

的収入の予定額を３億５，８４３万３，０００円及び収益的支出の予定額を３億

３，６９３万９，０００円、資本的収入の予定額を１億７，７７０万円及び資本
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的支出の予定額を２億５，２７５万円と定めたいものでございます。 

水道事業につきましては、ライフラインの基盤整備として、今日的な課題であ

る管路施設について、安全で安心な水道水の供給ができるよう、年次計画による

改良を進めてまいります。 

次に、議第２４号、令和３年度竜王町下水道事業会計予算につきましては、収

益的収入の予定額を５億８３０万８，０００円及び収益的支出の予定額を４億９，

５５３万８，０００円、資本的収入の予定額を２億７，３２６万５，０００円及

び資本的支出の予定額を４億３，０１２万円と定めたいものでございます。 

下水道事業につきましては、資産等の財務や経営状況がより明確になりました

ので、経営基盤の強化を図りながら、施設の効率的な維持管理に努め、投資的経

費の平準化等を行い、更なる町民サービスの強化を目指してまいります。 

以上をもちまして、議第１７号から議第２４号までの８議案につきまして説明

を申し上げたところでございますが、議第１７号、議第１８号、議第１９号、議

第２１号、議第２３号及び議第２４号の詳細につきまして、順に担当課長から説

明させますので、よろしく御審議を賜り、御承認をいただきますようお願い申し

上げ、提案理由といたします。 

○議長（小西久次） 間宮総務課長。 

○総務課長（間宮泰樹） ただいま町長から、議第１７号、令和３年度竜王町一般

会計予算について提案理由の説明があったわけでございますが、さらにその内容

について、お手元に配付いたしております提出議案説明資料３２ページの、令和

３年度（２０２１年度）当初予算案（一般会計）の概要に基づき御説明申し上げ

ます。 

令和３年度の一般会計予算の総額は５９億９，９００万円としており、前年度

に比べ３億１，４００万円の減、率にしますと５．０％の減としました。令和３

年度は、新型コロナウイルスワクチン接種の円滑な実施をはじめとした感染症拡

大防止対策と経済社会活動の回復を最優先課題としつつ、平成２９年度から取り

組んでいる、「明るく元気で活力あふれる強いまち竜王町」、「次世代に誇れる

まち竜王町」を実現するため、「活力」と「安心」を柱とした施策及び重点施策

プロジェクトの推進に予算を重点配分しています。また、新型コロナウイルス感

染症の影響による歳入の減少を見込んでおりますが、第六次竜王町総合計画のス

タートの年度にふさわしい、若者に視点を置いた予算編成としています。 

具体的には、コンパクトシティ化構想に基づく、利便性が高く多様な交流を育
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む中心核の整備、そのリーディングプロジェクトである竜王小学校を移転新築す

るための基本計画策定、町内外の拠点をつなぐ利便性の高い交通ネットワークの

構築のほか、道の駅の機能強化等による農業・商業・観光業の振興、若者の定住

対策や教育の充実、また、子育て支援や健康寿命の延伸等による高齢者福祉の充

実と多様な参画による地域コミュニティの維持・活性化、自然災害に対する危機

対応力の強靱化等に取り組みます。 

では、特に重点配分しました事業について説明いたします。 

このページの中段以下を御覧ください。 

まず、「活力あふれるまちづくり」の１点目として、「コンパクトシティ化構

想実現に向けた中心核の整備」でございます。「コンパクトシティ化構想リーデ

ィングプロジェクト「交流・文教ゾーン」の整備３，５９７万円の計上は、コン

パクトシティ化構想に基づく中心核の整備において、先導的事業である「交流・

文教ゾーン」の整備について、地元や国、県などの関係者と協議を進めるととも

に、事業地造成の基本設計と新設道路の予備設計等に着手します。 

２点目として、「魅力ある農業・商業・観光業およびスポーツ等の振興支援策」

でございます。まず、「道の駅アグリパーク竜王の拡充・整備」６，３２０万円

の計上は、施設のさらなる充実を図るため、国の交付金を活用し、令和元年度か

ら令和３年度において産地形成促進施設として直売所増築などの施設整備を進め

ています。令和３年度は、近江牛発祥の地である本町の強みを生かすため、近江

牛販売施設「ミートショップ」等の整備を行うことにより来訪者の増加、販売促

進等の役割を果たし地域産業の活性化につなげます。 

次のページに移りまして、「魅力ある農業の創生と農業振興の在り方の検討」

１，１４２万円の計上は、米・野菜・果樹・近江牛等の魅力ある農畜産物を真の

ブランドとして創生するため、町独自に支援をします。また、令和３年度は検討

会議において幅広い分野から意見を聞く中で、将来にわたり持続的で発展性のあ

る竜王町農業を維持するため、担い手の育成、経営基盤の安定、産地の育成強化、

土地改良施設等の保全等について方向性を示す、「竜王町農業振興ビジョン」の

策定を進めます。 

次に、「竜王近江牛等特産品の魅力を発信」２９０万円の計上について、令和

３年は、近江牛発祥の地である竜王町を象徴する丑年です。世界に誇るこの近江

牛を基軸にしたまちの特産品や歴史、文化などの地域資源を発信するため、関係

機関と連携し、ブランドプロモーションや町内集客施設との地域連携を進めてい
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きます。 

次に、「滋賀国民スポーツ大会に向けたスポーツクライミングの普及促進」１

１０万円の計上は、令和７年度に開催される滋賀国民スポーツ大会では本町がス

ポーツクライミングの競技会場地となることから、町民のスポーツ振興に対する

機運醸成を図ることを目的にボルダリング施設の整備を進めるとともに、小学生

ボルダリング体験教室や竜王町クライミングアンバサダー（広報大使）による魅

力発信に加え、滋賀国スポ大会への出場を目指す地元出身選手の育成強化を行い

ます。 

次に、「ふるさと竜王夏まつり」および「第４０回記念竜王町文化祭」の開催

補助４５０万円の計上は、２年に一度開催される両イベントの開催を前提として、

コロナ禍を乗り越え、活力あるまちづくりにつながるよう、実行委員会に対し補

助を行います。 

３点目として、「新たな企業誘致の推進および若者定住対策と雇用の促進」で

ございます。 

まず、「若者も暮らしたくなる定住のための住まい助成」１，４５０万円の計

上は、若者の定住を促進するため、住宅の新築及びリフォーム、並びに家賃への

助成を行うことで定住化を図ります。また、町有地を活用した住宅地確保に向け

た検討も継続します。 

次に、「立地企業との関係強化と新たな企業誘致の推進」６９万円の計上は、

立地企業との関係強化と新たな企業の誘致を推進し、地域経済の活性化を図りま

す。 

４点目として、「竜王で子どもを育てたいという教育の充実」でございます。 

まず、「竜王小学校の移転新築に向けた準備」１，００５万円の計上は、令和

７年４月に開校を目指す、竜王小学校を移転新築するための基本計画を策定しま

す。 

次に、「きめ細かな教育の推進」７，９６７万円の計上は、町費による各種支

援員等を町内校園に配置し、一人一人に寄り添うきめ細かな指導や支援を充実し

ます。また、さらなる就学前教育・保育の充実と保護者のニーズに応えられるよ

う、令和４年度の開園を目指し、本町にふさわしい町立幼稚園から認定こども園

への移行を進めます。 

次に、「生きて働く基礎学力の定着と幼小中系統的英語教育の推進」６９４万

円の計上は、児童生徒の基礎学力の定着に向けた指導力の向上、また「徹底反復
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学習」に取り組み、集中力の向上や脳の活性化を図り、総合的な学力の向上を目

指します。さらに、英語教育については幼小中の系統性を一層重視し、英語に慣

れ親しむ機会を拡大するなど、さらなる充実を図ります。 

次に、「子どもの健やかな成長を支援する家庭教育の充実」１００万円の計上

は、国の「早寝早起き朝ごはん」推進校事業を受託し、「家庭の教育力向上」を

社会教育の中心に据え、積極的に推進することにより、子どもたちの学ぶ力の向

上と規則正しい生活習慣の確立を目指します。 

次のページに移りまして、「安心して暮らせるまちづくり」に向けた内容でご

ざいます。 

１点目として、「安心して子どもを産み、育てられる環境づくりと子育て支援

等の充実」でございます。 

まず、「小中学生の医療費無償化を継続」２，８５０万円の計上は、平成２９

年１０月から実施しております、小学生から中学校卒業までの医療費の無償化を

継続するものです。 

次に、「放課後児童の健全な育成」５，３９８万円の計上は、西小学校区の借

地も含めた学童保育所５クラスを運営し、昼間就労等で保護者が不在の児童に対

し安心で安全な育成の場を提供します。令和３年度は、西小学校区の学童保育所

新築に向け設計業務を行います。 

次に、「給食センター内の食物アレルギー対策」３４０万円の計上は、食物ア

レルギーがある園児・児童・生徒が年々増加している中、学校給食で最優先され

る安全性を確保するため、町費栄養士の配置及びアレルギー対応給食管理システ

ムの導入を行います。 

次に、「軽自動車の購入助成」１５４万円の計上は、定住促進及び子育て世帯

の支援を目的とした軽自動車購入の助成、また、高齢者の安全確保を目的とした

先進安全性能を備えた軽自動車購入に対する助成を行い、併せて地域経済の活性

化を図ります。 

２点目として、「健康寿命の延伸と地域コミュニティの維持・活性化」でござ

います。 

まず、「りゅうおう健康ベジ７（セブン）チャレンジの推進」１７８万円の計

上は、健康課題である糖尿病及び高血圧症などの予防のため、健康いきいき竜王

２１プランに基づき、地域や関係機関と協働して取り組み、令和３年度は、加え

て「１日プラス１０分動こうチャレンジ」の推進に取り組むことで健康寿命の延
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伸を図ります。 

次に、「地域コミュニティの維持・活性化」２００万円の計上は、多様な参画

によるこれまでの地域コミュニティの維持・活性化を図るとともに、竜王町にふ

さわしい新たな活動組織の在り方を検討します。 

次に、「自治会が行う事業に対する助成」１，７８９万円の計上は、地域住民

の自主性及び協調性の向上、並びに個性的で魅力ある地域の形成と協働によるま

ちづくり意識の向上を図るため、自治会が行う事業に対し助成を行います。 

３点目として、「持続可能な交通・道路ネットワークの確保」でございます。 

まず、「路線バスとチョイソコりゅうおうの利用促進」１，０５９万円の計上

は、子育て支援や路線バスの利用促進を目的とした通学定期補助及び夜間特別便、

また、町内の各拠点をつなぐ「チョイソコりゅうおう」の実証運行を継続します。 

次に、「橋梁の修繕工事と道路交通網の長寿命化」１億２，４５０万円の計上

は、緊急輸送道路である竜王大橋の修繕補強工事や町道の舗装修繕等により長寿

命化を図ることで通行の安全を確保します。 

４点目として、「自然災害に対する危機管理および危機対応力の向上と強靱化

の推進」でございます。 

まず、「竜王町防災行政情報システムの運用管理」６７２万円の計上は、災害

時の迅速な避難行動等につなげるため、令和２年度に整備した防災行政情報シス

テムの公式アプリ（しるみる竜王）等を活用し、的確な情報伝達を図ります。 

次のページに移りまして、「日野川改修・国道８号整備促進の強化」２００万

円の計上についてでございます。 

日野川改修については、県が実施している日野川河道概略検討について、日野

川改修期成同盟会において協議を進めるとともに、日野川の抜本改修のための河

川整備計画変更が早期に実施されるよう加速化を図るため、国・県要望を強化し

ます。また、国道８号についても、東近江区間を早期に調査区間に指定されるよ

う加速化を図るため、国道８号（東近江区間）整備促進期成同盟会を中心に国・

県要望を強化します。 

次に、「新型コロナウイルス感染症に対する主な対策予算」について説明いた

します。 

まず、「新型コロナウイルスワクチン接種事業」６，１４５万円の計上は、ワ

クチン接種体制確保として、新型コロナウイルスワクチン接種推進チームを設置

し、ワクチン接種を円滑に実施します。 
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次に、「県制度融資「セーフティネット資金」の利用時における利子補給」４

００万円の計上は、売上等が減少している中小企業の資金繰りの支援策として、

県制度融資「セーフティネット資金」の利用時における利子補給を実施します。

令和３年度は利子補給期間３年間の２年目となります。 

主なコロナ対策予算は以上でございますが、経済社会活動の回復を図る等その

他のコロナ対策については、今後の状況を踏まえつつ、迅速に対応することとい

たします。 

次に、歳入予算におきましては、町税を約３２億８２６万円、対前年度４億８，

５５５万円（１３.１％）の減収を見込んでいます。これは、町税のうち法人町

民税について、法人税割の税制改正に伴う法人税率の引下げによるものと、新型

コロナウイルス感染症等の影響により、令和２年度当初予算から約３億９，００

０万円の減となる影響が大きく、一方で、普通交付税については、平成３０年度

から令和２年度まで不交付でありましたが、町税の減収等を受けて３，２００万

円の皆増を見込んでおり、これと併せて、町債において臨時財政対策債１億７，

５００万円の皆増を見込んでいます。このような状況において、依然として厳し

い財政状況であること、また、令和３年度は特に町税の減収の影響が大きいこと

から、歳出削減及び歳入確保に努めてもなお不足する所要の財源のため、財政調

整基金から１億６，４１５万円を取り崩すこととしました。これにより、令和３

年度末の同基金残高は、１２億１，７００万円程度になる見込みです。 

続いて、議案書５４ページを御覧ください。 

第２表債務負担行為につきましては、３つの項目において、それぞれ限度額の

設定をお願いするものであります。 

次に、５５ページの第３表地方債につきましては、１２事業の総額３億３，０

９０万円について、それぞれ限度額の設定をお願いするものでございます。 

また、ページ戻りまして４７ページの第４条、地方自治法第２３５条の３第２

項の規定による一時借入金の借入最高額につきまして、その上限を２０億円とし

て定めるものでございます。 

以上、議第１７号、令和３年度竜王町一般会計予算の内容説明とさせていただ

きます。 

○議長（小西久次） 中嶌住民課長。 

○住民課長（中嶌幸作） 続きまして、議第１８号、令和３年度竜王町国民健康保

険事業特別会計（事業勘定）予算につきまして、その内容を御説明申し上げます。 
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お手元の、特別会計の歳入歳出予算に関する説明書３ページから御覧ください。 

歳入ですが、１ページめくっていただきまして、国民健康保険税は２億１，１

９８万５，０００円で、前年度と比較いたしますと２，４９７万円の減額となり

ます。 

県支出金につきましては、保険給付費等交付金が１３億１，５５８万６，００

０円で、前年度と比べて１億３４万７，０００円の減額です。 

５ページの一般会計繰入金は７，１２９万２，０００円で、前年度と比べて４

５９万３，０００円の減額でございます。 

６ページの繰入金は１，３００万円で、財政調整基金から繰り入れるものです。

繰越金は１０万円で、前年度から１，０００円の増額でございます。 

次に、歳出でございます。 

９ページを御覧ください。 

総務管理費につきましては、６７９万１，０００円を計上しております。内容

といたしましては、被保険者証の印刷発行等の一般事務経費、国保連合会電算レ

セプト処理手数料、データ標準レイアウトに伴うシステム改修経費、国保連合会

負担金などで、前年度と比べて１１８万１，０００円の減額でございます。 

９ページから１０ページにかけまして、徴税費につきましては、人件費、通信

運搬費などで、３２９万８，０００円、前年度と比べて１万７，０００円の増額

でございます。 

運営協議会費につきましては３２万４，０００円で、前年度と比べて１万６，

０００円の増額でございます。 

１１ページにかけまして、国保の本体部分であります保険給付費の療養諸費と

して１０億５，４４０万２，０００円を計上しております。高額疾病に係る医療

費の状況を加味した上で算出しております。前年度と比べて、７，５０３万５，

０００円の減額でございます。 

１２ページにかけまして高額療養費につきましては、２億３，５８５万７，０

００円で前年度と比べて３，００１万円の減額でございます。葬祭諸費につきま

しては９５万円で前年度と同額でございます。 

１３ページの出産育児諸費につきましては、３３６万２，０００円で前年度と

同額でございます。国民健康保険事業費納付金につきましては、医療給付費分が

１億９，５４９万円、１４ページの後期高齢者支援金等分が６，８０７万２，０

００円、介護納付金分が１，８９４万４，０００円でございます。 
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１５ページの保健事業費については、４０歳以上の被保険者に対する特定健康

診査等の実施が医療費保険者に義務づけられており、特定健康診査等事業費は１，

８６８万８，０００円、保健衛生普及費は、国保若年層に対する健康診査等の実

施により、３１０万１，０００円でございます。 

１６ページの基金積立金は２６万８，０００円、財政調整基金の利息でござい

ます。諸支出金の償還金及び還付加算金は１１４万円、１７ページの繰出金は、

歳入で県から収入しました特別交付金を施設勘定予算へ繰り出すもので、２３７

万２，０００円でございます。 

予備費については１００万円とし、平成３０年度から保険給付費の増加に備え

る必要性がなくなりましたので、必要最小限の計上としております。 

今後も、健康推進課とともに国保被保険者の健康づくりや保健事業の推進及び

情報提供など健康づくりの支援をさせていただき、もって、健康寿命の進展と医

療費の適正化に努め、国保財政健全運営に取り組みたいと考えております。 

以上、議第１８号、令和３年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

予算の内容説明とさせていただきます。 

引き続きまして、議第１９号、令和３年度竜王町国民健康保険事業特別会計

（施設勘定）予算につきまして、その内容を御説明申し上げます。 

特別会計の歳入歳出予算に関する説明書２１ページを御覧ください。 

医科につきましては、指定管理者制度により管理運営を医療法人社団弓削メデ

ィカルクリニックにお願いするものでございます。 

まず、歳入でございますが、２３ページの財産収入につきましては、１９万１，

０００円で、財政調整基金の利息と保険調剤薬局への普通財産の貸付けによるも

のでございます。 

事業勘定繰入金の１９４万３，０００円は、診療所整備に対する国庫補助分に

関する事業勘定からの繰入金でございます。 

財政調整基金繰入金につきましては、令和３年度指定管理料を支払うための費

用及び施設整備事業費の財源として、９３６万４，０００円を計上しております。 

次に歳出でございますが、２５ページの一般管理費につきましては、３７５万

７，０００円を計上しております。そのうち３２５万円が指定管理料でございま

す。 

施設整備費につきましては、７０９万５，０００円を計上しております。内訳

として、医療機器移設業務委託料が１２６万５，０００円、医療用機械器具購入
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に係る備品購入費が５８３万円でございます。 

２６ページの医療用機械器具につきましては、修理費１０万円を計上しており

ます。 

基金積立金は３万９，０００円で財政調整基金の利息分でございます。 

医科診療所では、指定管理者制度を活用し、民間の医療機関のお力をお借りし

まして、さらに地域住民の健康保持増進と疾病予防、早期発見、早期治療に努め

るとともに、保健・福祉・医療の連携を図りながら地域に根差した安定した医

療・保健事業に努めてまいります。また、令和３年１０月開所に向けた診療所の

整備を進めてまいります。 

次に歯科でございますが、まず、歳入につきましては、３１ページの診療収入、

診療所運営の主な収入としまして、４，４０３万１，０００円を計上し、３２ペ

ージにかけての介護サービス収入につきましては、６１万３，０００円を計上し

ております。 

事業勘定繰入金の４２万９，０００円は、歯科保健事業に対する国庫補助分に

関する事業勘定からの繰入金でございます。 

３３ページにかけての他会計繰入金につきましては、２１９万２，０００円を

計上しております。 

次に歳出でございますが、３５ページから３７ページにかけて、総務費としま

して、歯科診療所の施設管理費及び町民皆様の歯科保健を担っております歯科保

健センターの管理費として、３，８３１万７，０００円を計上しております。 

次に、３８ページの医業費につきまして、９６４万５，０００円を計上してお

ります。基金積立金につきましては、１４３万３，０００円で財政調整基金の利

息分を含む積立てでございます。 

本年度も、保健行政や地域、学校、家庭、町内開業医と連携しながら、乳幼児

から高齢者までの全町民を対象に、健康づくりは「健康な歯から」、「治療より

予防」を合い言葉に、診療業務を併せて各ライフステージに合った歯科保健事業

に努めてまいります。 

以上、議第１９号、令和３年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

予算の内容説明とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 西村福祉課長。 

○福祉課長（西村忠晃） 続きまして、議第２１号、令和３年度竜王町介護保険特

別会計予算につきまして、その内容を御説明申し上げます。 
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お手元配付の竜王町特別会計の歳入歳出予算に関する説明書の５７ページ、５

８ページを御覧ください。 

まず、歳入でございますが、５９ページ保険料につきまして、６５歳以上の第

１号被保険者保険料で、日本年金機構などで年金から徴収されます特別徴収保険

料や普通徴収保険料で、２億５，８６８万７，０００円、前年度に比べ１，８２

３万４，０００円の増となっており、令和３年度からの第８期介護保険事業計画

の介護保険料に基づく金額となっています。 

国庫支出金につきましては、介護給付費負担金が１億８，２５７万５，０００

円、ページをめくっていただきまして６０ページ、調整交付金が１，３９７万３，

０００円、地域支援事業交付金の介護予防事業が３１８万６，０００円、包括的

支援事業・任意事業が１，２７５万２，０００円のそれぞれルール分を計上して

おります。また、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた保険者の取組に対し

て交付される保険者機能強化推進交付金を１９６万２，０００円、介護予防、健

康づくり等に資する取組に対して交付される保険者努力支援交付金を１９２万円

計上しております。 

支払基金交付金は、第２号被保険者の保険料を原資に、介護給付費交付金が２

億６，９３６万円、地域支援事業支援交付金が４３０万１，０００円でございま

す。 

６１ページに移りまして、県支出金は、介護給付費負担金が１億４，１６４万

６，０００円、地域支援事業交付金の介護予防事業が１９９万２，０００円、包

括的支援事業・任意事業が６３７万５，０００円のそれぞれルール分を計上して

おります。 

財産収入は、介護給付費準備基金の運用利子５万３，０００円を計上しており

ます。 

ページをめくっていただきまして６２ページ、繰入金につきましては、一般会

計からの繰入れとして１億５，１３２万３，０００円を計上しており、その内訳

は、介護給付費繰入金が１億２，４６９万６，０００円、その他一般会計繰入金

が１，８２６万円、地域支援事業繰入金の介護予防事業が１９９万２，０００円、

包括的支援事業・任意事業が６３７万５，０００円でございます。また、介護給

付費準備基金からの繰入れとして、１，１９８万６，０００円を計上しておりま

す。 

次に、歳出でございます。６５ページを御覧ください。 
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総務管理費が１４１万円、徴収費が１２６万３，０００円でございます。 

ページをめくっていただきまして６６ページ、介護認定に要する主治医意見書

や認定調査委託費用、要介護認定申請に基づく認定調査や主治医意見書により要

介護度を審査するために共同設置しております介護認定審査会への負担金などを、

介護認定審査会費として６９７万２，０００円を計上しております。 

６７ページから６８ページに移りまして、保険給付費でございますが、要介護

認定を受けられた方々の居宅介護サービス、施設介護サービス、地域密着型介護

サービスなどの介護サービス等諸費が９億２，７０８万２，０００円、６８ペー

ジから６９ページに移りまして、要支援認定を受けられた方々の介護予防サービ

ス、介護予防サービス計画などの介護予防サービス等諸費が３，３２９万６，０

００円、ページをめくっていただきまして７０ページ、高額介護サービス等費が

１，４５０万５，０００円、特定入所者介護サービス等費が１，９２１万３，０

００円、７１ページに移りまして、高額医療合算介護サービス等費が２６０万２，

０００円、その他経費を含め保険給付費全体で９億９，７６５万７，０００円を

計上しており、前年度に比べ４，３１７万７，０００円の増となっております。 

地域支援事業費につきましては、介護予防・生活支援サービス事業費が１，２

００万１，０００円でございます。 

一般介護予防事業費につきましては、５８２万９，０００円でございます。地

域の介護予防活動の支援に係るものでございます。 

包括的支援事業費は１，９３３万３，０００円、任意事業費が３６４万２，０

００円で、主に緊急通報システム運営事業委託料や配食サービス見守り事業、成

年後見人等報酬助成金に係るものでございます。 

７４ページに移りまして、在宅医療・介護連携推進事業費は５万１，０００円

で、在宅医療ネットワーク会議に係る費用でございます。 

生活支援体制整備事業費は７１８万円で、生活支援コーディネーターの人件費

でございます。 

認知症総合支援事業費は４６９万４，０００円で、認知症地域支援推進員の人

件費や認知症カフェの運営委託料でございます。 

今後も、介護サービス基盤の安定、強化を図りながら、住民の皆様とともに、

介護予防、健康づくり、認知症対策等に取り組み、高齢者が地域でいきいきと安

心して暮らせるよう、適正な介護保険の運営に努めたいと考えております。 

以上、議第２１号、令和３年度竜王町介護保険特別会計予算の内容説明とさせ
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ていただきます。 

○議長（小西久次） 森岡上下水道課長。 

○上下水道課長（森岡道友） 議第２３号、令和３年度竜王町水道事業会計予算に

つきまして、その内容を御説明申し上げます。 

予算書を御覧ください。 

１ページ、第２条、業務の予定量といたしまして、給水戸数につきまして３，

９００戸、年間総配水量につきまして１５８万３，０００立方メートル、１日平

均給水量につきまして４，０００立方メートル及び主な建設改良事業といたしま

して、今後の年次計画に基づく管路更新事業を実施するに当たり、これに係る事

業費につきまして２億３８１万円をそれぞれ予定するものでございます。 

次に、第３条予算及び第４条予算につきましては、提出議案説明資料６５ペー

ジの予算の概要によりまして御説明申し上げます。 

第３条予算でございますが、収益的収入の予定額といたしまして、３億５，８

４３万３，０００円と定めたいものでございます。前年度と比較して１，０５１

万２，０００円の減額でございます。 

収益的支出の予定額といたしましては、３億３，６９３万９，０００円と定め

たいものでございます。前年度と比較して１，４６８万４，０００円の減額でご

ざいます。 

収益的収入の内訳といたしまして、営業収益が３億９３万７，０００円、営業

外収益が５，７４８万６，０００円、特別利益が１万円でございます。営業収益

の主な収入といたしまして、給水収益が２億９，６４０万円でございます。営業

外収益の主な収入といたしまして、補助金が３，１８３万円で、長期前受金戻入

が２，３２７万９，０００円でございます。特別利益の主な収入といたしまして、

貸倒引当金戻入益が１万円でございます。 

次に、収益的支出の内訳といたしまして、営業費用が３億２，１４３万７，０

００円、営業外費用が１，５２０万２，０００円でございます。営業費用の主な

支出といたしまして、県水受水費が１億６，２５５万６，０００円、減価償却費

が７，４７５万５，０００円、委託料が３，１２２万円、人件費が２，５２７万

７，０００円でございまして、その他の営業費用につきましては、御覧いただい

ているとおりでございます。営業外費用の主な支出といたしまして、支払利息が

１，２７０万円等でございます。 

次に、第４条予算でございますが、資本的収入の予定額といたしまして、１億
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７，７７０万円と定めたいものでございます。前年度と比較して９，７４３万４，

０００円の増額でございます。 

資本的支出の予定額といたしましては、２億５，２７５万円と定めたいもので

ございます。前年度と比較して９，１３７万９，０００円の増額でございます。 

資本的収入の主な収入といたしまして、建設改良費に伴います企業債が１億１，

３００万円、他会計からの負担金が１，０７０万円でございます。 

資本的支出の主な支出といたしまして、管路敷設替工事等の設計委託料及び工

事費に係る改良事業費が２億１，２８１万円、企業債償還金が３，４２３万円で

ございます。 

なお、資本的収入額が資本的支出額に対しまして７，５０５万円の不足となり

ますが、これにつきましては、過年度分及び当年度分の損益勘定留保資金、並び

に当年度分消費税資本的収支調整額で補塡させていただくこととしております。 

予算書に戻りまして、２ページを御覧ください。 

第５条で債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額といたしまし

て、施設保守点検業務委託料を令和４年度から６年度までの期間３，１７５万６，

０００円を限度額とし、第６条で企業債の限度額を１億１，３００万円に、第７

条で一時借入金の限度額を１，０００万円に、第８条で予定支出の各項の経費の

金額の流用といたしまして営業費用と営業外費用との間に、第９条で議会の議決

を経なければ流用することのできない経費といたしまして、職員給与費２，５０

８万６，０００円、交際費２万円、第１０条で一般会計等から受ける補助金とい

たしまして３，１８３万円、第１１条でたな卸資産購入限度額を５００万円に定

めたいものでございます。 

以上、議第２３号、令和３年度竜王町水道事業会計予算の内容説明とさせてい

ただきます。 

続きまして、議第２４号、令和３年度竜王町下水道事業会計予算につきまして、

その内容を御説明申し上げます。 

予算書を御覧ください。 

１ページ、第２条、業務の予定量といたしまして、接続戸数につきまして３，

３００戸、年間総処理水量につきまして１３４万３，０００立方メートル、１日

平均処理水量につきまして３，７００立方メートル及び主な建設改良事業といた

しまして、滋賀竜王工業団地の誘致に伴い、最大排水量の確保に向けた下水道整

備など、これに係る事業費等につきまして１億３０９万２，０００円をそれぞれ
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予定するものでございます。 

次に、第３条予算及び第４条予算につきましては、提出議案説明資料６６ペー

ジの予算の概要によりまして御説明申し上げます。 

第３条予算でございますが、収益的収入の予定額といたしまして、５億８３０

万８，０００円と定めたいものでございます。前年度と比較して１，２６６万５，

０００円の減額でございます。 

収益的支出の予定額といたしまして、４億９，５５３万８，０００円と定めた

いものでございます。前年度と比較して１，５０６万４，０００円の減額でござ

います。 

収益的収入の内訳といたしまして、営業収益が１億７，０３４万９，０００円、

営業外収益が３億３，７９５万５，０００円でございます。 

営業収益の主な収入といたしまして、下水道使用料が１億７，０２３万８，０

００円でございます。 

営業外収益の主な収入といたしまして、他会計補助金が１億８，２９４万円、

長期前受金戻入が１億５，４６５万３，０００円でございます。 

次に、収益的支出の内訳といたしまして、営業費用が４億３，９６１万３，０

００円、営業外費用が５，５４２万５，０００円でございます。 

営業費用の主な支出といたしまして、委託料が３，１１６万７，０００円、有

形固定資産減価償却費が２億５，６５９万７，０００円、無形固定資産減価償却

費が３，８５１万９，０００円でございまして、その他の営業費用につきまして

は、御覧いただいているとおりでございます。 

営業外費用の主な支出といたしまして、支払利息が５，４１７万５，０００円

等でございます。 

次に、第４条予算でございますが、資本的収入の予定額といたしまして、２億

７，３２６万５，０００円と定めたいものでございます。前年度と比較して９３

８万２，０００円の減額でございます。 

資本的支出の予定額といたしましては、４億３，０１２万円と定めたいもので

ございます。前年度と比較して９３４万円の減額でございます。 

資本的収入の主な収入といたしまして、建設改良費等企業債が２億３１０万円、

国庫補助金が２００万円等でございます。 

資本的支出の主な支出といたしまして、滋賀竜王工業団地に伴う下水道整備等

に係る管渠築造費が１億７０９万２，０００円、流域下水道建設費が１，８２９
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万２，０００円、企業債償還金が３億４７３万６，０００円でございます。 

なお、資本的収入額が資本的支出額に対しまして１億５，６８５万５，０００

円の不足となりますが、これにつきましては、過年度分及び当年度分の損益勘定

留保資金、並びに当年度分消費税資本的収支調整額で補塡させていただくことと

しております。 

予算書に戻りまして、２ページを御覧ください。 

第５条で企業債の限度額を下水道事業が１億１，２８０万円、資本費平準化債

が９，０３０万円、未利用利子が１，０８０万円に、第６条で一時借入金の限度

額を５億円に、第７条で予定支出の各項の経費の金額の流用といたしまして営業

費用と営業外費用との間に、第８条で議会の議決を経なければ流用することので

きない経費といたしまして、職員給与費２，６８８万３，０００円、第９条で一

般会計から受ける補助金といたしまして１億８，７９４万円に定めたいものでご

ざいます。 

以上、議第２４号、令和３年度竜王町下水道事業会計予算の内容説明とさせて

いただきます。 

○議長（小西久次） この際、申し上げます。ここで午後３時４０分まで暫時休憩

いたします。 

休憩 午後３時３０分 

再開 午後３時４０分 

○議長（小西久次） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２６ 議第２５号 第六次竜王町総合計画基本構想を定めることについて 

日程第２７ 議第２６号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

○議長（小西久次） 次に、日程第２６ 議第２５号、第六次竜王町総合計画基本

構想を定めることについて及び日程第２７ 議第２６号、指定管理者の指定につ

き議決を求めることについての２議案を一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま一括上程いただきました、議第２５号及び議第２６

号につきまして提案理由を申し上げます。 

議第２５号、第六次竜王町総合計画基本構想を定めることについてにつきまし

ては、平成２３年に現在の第五次竜王町総合計画を策定して以来、「“ひと”育
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ち みんなで煌く 交竜の郷」を将来像として、町民皆様と議員各位の御理解の

中でまちづくりを進めてまいりましたが、本年度が計画最終年度となりますこと

から、本町の次の１０年を見据えた将来像を町民の皆様とともにつくり上げ、そ

の実現に向けた基本的な姿勢を示すために、第六次竜王町総合計画基本構想を取

りまとめたところでございます。 

策定に当たりましては、竜王町総合計画審議会による審議をはじめ、昨年度に

は、町民意識調査及び中学生アンケート調査を実施し、町民皆さんのまちづくり

に対する御意見を頂き、意向把握に努めてまいりました。本年度におきましては、

審議会での議論を深め、計画内容を固めながら、あわせて、基本構想案へのパブ

リックコメントを実施してまいりました。 

このような経過を経て、これからの１０年間においては、「若者」に焦点を当

てつつ、前向きな思いを持つ竜王町に関わる全ての人が仕事や子育て、趣味活動

などの「暮らし」を通して地域に愛着を持ち、将来も継続して住み続けたいと思

えるまちを目指します。 

また、出産、子育て、学び、仕事、結婚、健康、長寿などそれぞれの「希望」

を人にかなえてもらうのではなく、自身の努力やお互いの支え合い、まち全体の

仕組みにより実現することができ、豊かな自然や田園に囲まれた四季折々の実り

あふれる理想的な環境の中で、誰もがきらりと「輝く」ことができるまちを目指

して、まちの将来像を、「若者も暮らしたい 希望かなえる 輝竜の郷～心弾む 

新時代へのチャレンジ～」として、その実現に向け取り組んでまいる所存でござ

います。 

なお、ポストコロナ社会、脱炭素社会、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０など変化の激し

い「新時代」の中、竜王町が持つまちの潜在的な可能性を具体的に形づくること

や先端技術の利活用、子どもたちの将来の希望をかなえるために、可能性を最大

限に引き出すことができる子育て支援や教育の充実など、豊かで利便性の高いま

ちづくりに「チャレンジ」することが大切であり、様々な困難も予想されますが、

将来像を実現するための姿勢として、「心弾む 新時代への チャレンジ」と位

置づけたところであります。 

本基本構想を今後のまちづくりを展開していくための考え方や１０年後のある

べき姿を示すものとして、竜王町総合計画策定条例第６条の規定に基づき、議会

での御審議をいただくものでございます。 

次に、議第２６号、指定管理者の指定につき議決を求めることについてにつき
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ましては、竜王町農林公園施設（地域連携販売力強化施設「直売所」）の指定管

理者の指定に当たり、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の

議決を求めるものでございます。 

指定管理者には、当該施設の設置目的を十分に達成するために必要な能力を有

し、施設の有効な活用及び適正な運営等が図れる者として、農産物の流通販売と

集客活動、情報発信など地域の農業生産者と町内外からの消費者とをつなぎ、農

業生産者の活力を伸ばす事業を積極的に推進されている株式会社みらいパーク竜

王を指定するものでございます。 

なお、指名する期間は、令和３年３月１６日から令和６年３月３１日までとす

るものでございます。 

以上、議第２５号及び議第２６号につきまして、提案理由を申し上げたところ

でございますが、議第２５号につきましては、詳細について担当課長から説明さ

せますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（小西久次） 図司未来創造課長。 

○未来創造課長（図司明徳） 議第２５号、第六次竜王町総合計画基本構想を定め

ることにつきまして、ただいま町長より提案理由について御説明申し上げたとこ

ろでございますが、基本構想の策定経過及び概要について御説明申し上げます。

一部、町長の提案理由と重複する部分がございますが、御了承いただきますよう

お願い申し上げます。 

現在の第五次竜王町総合計画は、計画期間を平成２３年度から令和２年度まで

の１０年間として平成２３年３月に策定し、これに基づき計画的な事業の推進と

進行管理に努めてまいりました。今年度は、計画期間の最終年度となりますこと

から、令和３年度から令和１２年度までの１０年間を計画期間とする、竜王町に

おける新しいまちづくりの総合的な指針として、第六次竜王町総合計画を策定い

たします。策定するに当たり、まずは、まちのあるべき姿と進むべき方向を示す

基本構想を定めるものであり、御審議いただくものでございます。 

初めに、策定に係ります経過を御説明させていただきます。 

第六次竜王町総合計画基本構想は、みんなで力を合わせ、竜王の未来をつくっ

ていくためのビジョンであり、まちの将来像を町民皆さんと共有し、その実現に

向けては、共に取り組む必要がございます。 

策定に当たりましては、町民、企業・各種団体及び学識経験者によって構成す

る竜王町総合計画審議会を設置し、令和元年１２月に第１回審議会を開催して以
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来、今日まで９回に及ぶ審議会を開催し、幅広く審議をいただいてまいりました。

また、広く町民皆様のまちづくりに対する御意見を把握するため、令和元年度に

は町民意識調査を実施し、１，０４２名から御回答をいただきました。そのほか

にも、次代のまちの主役である町内全中学生を対象としたアンケート調査を実施

したところです。さらには、素案の段階において、本年１月から２月にかけてパ

ブリックコメントを実施し、行政だけの構想ではなく、竜王町に関わる皆様が共

有できるまちの将来の姿であるとの意識醸成に努めてまいりました。 

それでは、議案書（別紙）について、順を追いまして基本構想の概要を御説明

申し上げます。 

別紙の第六次竜王町総合計画基本構想の表紙をめくっていただき、目次をお目

通しいただきたいと思います。 

基本構想では、「まちづくりの考え方（基本理念）」、「めざすべき２０３０

年の竜王町の姿」、「３つのまちづくり分野」と３章立てとしております。 

１ページからの第１章で、「まちづくりの考え方（基本理念）」を示しており

ます。基本理念は、まちづくりを進める上で、大切にする考え方であり、長期的

な視点で設定する必要がございますことから、第五次竜王町総合計画で掲げた基

本理念を基に、社会潮流を踏まえた見直しを行い、次の４つの考え方をもって、

次世代に誇れるまちづくりに取り組んでまいります。 

１つ目が「豊かな自然と歴史を誇れるまちづくり」、２つ目が「みんなが安全

に安心して暮らせるまちづくり」、３つ目が「地域特性を活かす持続可能なまち

づくり」、４つ目が「協働によるまちづくり」であります。 

２ページからは、第２章「めざすべき２０３０年の竜王町の姿」として、ここ

では、基本構想の根幹に当たる具体的なまちづくりの指針を示しております。こ

れからのまちづくりについて、関わっていただく全ての人々が同じ目標に向かっ

て共通認識をいただけるまちの将来像を、「若者も暮らしたい 希望かなえる 

輝竜の郷～心弾む 新時代へのチャレンジ～」といたしました。この言葉は、ま

ちの活力を維持するためには、若者をはじめ、前向きな思いを持つ竜王町に関わ

る全ての人が竜王町での暮らしを通して地域に愛着を持ち、それぞれが活躍しな

がら、継続して住み続けたいと思えるまちを目指すものであります。また、将来

像の実現を目指す姿勢として、「心弾む 新時代へのチャレンジ」を位置づけて

おります。 

竜王町では、大規模な自然災害の発生への対応や誰もが安心して年を重ねるこ
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とができる地域づくりなど、これからも着実に取り組まなければならないことが

あります。 

一方、ポストコロナ社会、脱炭素社会、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０など変化の激し

い「新時代」の中、竜王町が持つ潜在的な可能性を具体的に形づくることや先端

技術の利活用、子どもたちの将来の希望をかなえるために、可能性を最大限に引

き出すことができる子育て支援や教育の充実など、豊かで利便性の高いまちづく

りに「チャレンジ」することが大切であることから、将来像の実現を目指す姿勢

としたところであります。 

施策を展開していく上で重要な要素となります将来目標人口に関しては、４ペ

ージ以降に示しており、「２０３０年目標人口、１万１，０００人以上」、「生

産年齢人口比率５６％以上」といたしました。国の将来人口推計では、２０３０

年には１万６１２人、２０４０年には１万人を下回り９，２２０人とされている

ところです。この人口減少の主な要因は、若い世代の進学や就職を契機とした転

出超過が続いていることであります。そのことが出生数の減少にもつながってお

り、結果として人口減少が続いている状況となっております。 

このことから、魅力的な仕事の創出、暮らしの環境づくりを行い、町内からの

流出を留めるとともに、町内出身者のＵターンや都市部からのＩターンを促進す

ることで、若い世代の転出超過による減少の改善を目指します。併せて、子育て

支援や教育環境の充実を図ることで、減少傾向にある出生数の維持・改善を目指

します。 

また、本町の課題として人口の受皿となる住宅が必要となります。農振農用地、

市街化調整区域など土地利用上の用途に限りがありますが、市場調査などを踏ま

え民間と積極的に連携することにより、魅力ある戸建て・集合住宅の整備促進を

図ってまいります。 

これらの取組を進めることで、人口減少を抑制するとともに、特に若い世代の

人口を維持することで、人口構造を維持してまいります。 

続きまして、７ページから、まちづくりの基盤となる土地利用構想となります。 

土地利用構想を示すに当たっては、現在、取組を進めております竜王町コンパ

クトシティ化構想を見据えながら、土地利用の全体方針、まちづくりの「核」、

「拠点」、「軸」を設定し、計画的なまちづくりを進めます。 

土地利用の全体方針としては、安心・安全を確保することを重視しつつ、中心

核と各拠点へのバランスのよい機能配置、町内外の拠点をつなぐ道路軸の強化、
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農商工、住などの地域特性を活かす土地利用としております。 

まちづくりの「核」は、竜王町コンパクトシティ化構想に基づく中心核であり、

「利便性が高く、多様な交流を育む中心核」を形成するとともに、各生活拠点と

ネットワークでつなぐことで、町全体のバランスのよい発展を目指します。 

まちづくりの「拠点」は、集落及び住宅団地などの「生活拠点」、名神竜王イ

ンターチェンジ周辺の「広域商業拠点」、道の駅や妹背の里などの「観光・交流

拠点」、滋賀竜王工業団地や名神竜王インターチェンジ周辺などの「産業拠点」

をそれぞれ位置づけております。 

まちづくりの「軸」は、名神高速道路や国道８号の「国土幹線軸」、隣接する

市とつながる国道４７７号、県道を基本とする「広域連携軸」、町内の拠点間を

結ぶ「拠点連携軸」、生活道路である「一般軸」をそれぞれ位置づけているとこ

ろです。 

また、まちの将来像を実現するために必要な土地においては、農振農用地の除

外や市街化区域編入等に取り組むなど、民間活力を誘導できる条件整備を整えつ

つ、希望かなえる土地利用にチャレンジし、若者も暮らしたいまちを目指します。 

続きまして、１１ページから将来像を実現するための、まちづくりの分野とな

ります。 

まちづくり分野として、「豊かさ」、「やさしさ」、「つながり」の３つの分

野を設定しております。また、「豊かさ」、「やさしさ」、「つながり」の３分

野を横断的に取り組み、まちの魅力を向上させる、重点プロジェクトを位置づけ

ます。 

「豊かさ」分野では、竜王町の地理的優位性や産業構造などの特徴を活かして

まちをより便利に、そして、活性化することで魅力を発信していく取組に関する

分野で、発展・進化を生み出す「攻め」のまちづくりにより「豊かさ」の創造を

目指すものです。 

「やさしさ」分野は、快適かつ安全な環境の中で、誰もが生涯にわたって健や

かに安心して暮らせるまちを創出していく取組に関する分野で、次世代に引き継

げる「守り」のまちづくりにより「やさしさ」の創造を目指すものです。 

「つながり」分野では、まちづくりを効果的に進めるための仕組みづくりに関

する分野で、ポストコロナ社会、脱炭素社会、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０などの新た

な時代に対応した「つながり」の創造を目指すものであります。 

以上が御提案申し上げました、第六次竜王町総合計画基本構想の概要でござい
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ます。 

この構想の取りまとめに当たり、御審議いただきました竜王町総合計画審議会

からは、別添参考資料１１５、１１６ページのとおり、竜王町が直面する課題解

決のためには、「若者」に着目するとともに、ポストコロナ社会、脱炭素社会、

Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０などの新時代へチャレンジする姿勢が示された、「若者も

暮らしたい 希望かなえる 輝竜の郷～心弾む 新時代へのチャレンジ～」を将

来像とする本基本構想を確実に実行・実現するための４つの御意見を付していた

だき、答申を受けたところでございます。議会の御承認を賜りましたら、これの

実現に向け、議会の皆様、審議会の皆様、多くの町民の皆様から頂いた御意見を

踏まえまして、各施策の展開を図っていく所存でございます。 

以上、基本構想の策定経過及び概要についての御説明とさせていただきます。

意を尽くせない説明ではございますが、格別の御理解を賜り、御審議をいただき、

御承認をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（小西久次） 以上で、提案理由の説明が終わりました。 

この際、お諮りいたします。 

日程第２６ 議第２５号、第六次竜王町総合計画基本構想を定めることについ

てを議題として、質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小西久次） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省略

して、本案は、総務産業建設常任委員会に審査を付託いたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（小西久次） 御異議なしと認めます。 

よって、日程第２６ 議第２５号は、総務産業建設常任委員会に審査を付託い

たしますので、会期中に審査をしていただき、その経過と結果を議長まで報告願

います。 

以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。 

これをもって本日の会議を閉じ、散会いたします。 

大変御苦労さまでございました。 

散会 午後４時０２分 


